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新学習指導要領での学習が始まりました
今年度から、中学校で新しい学習指導要領がスタートしました。学習指導要領とは、全

国どこの学校でも一定の教育水準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程の基準
です。およそ10年に一度改訂され、これを基に子供たちの教科書や時間割が作られます。
今回の新学習指導要領には、これからの社会が、どんなに変化して予測困難になっても、
自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実
現してほしい。そして、明るい未来を、共に創っていきたいという、願いが込められてい
ます。本校においても、学校で学んだことが、子供たちの明日に、そしてその先の人生に
つながっていくように、教育活動を工夫していきます。

【育成すべき資質･能力】

新学習指導要領で学校での学びはこのように変わります

新学習指導要領についてのリーフレット(文科省作成)をブログにアップしておきました。

もっといい
考え方はあ
るのかな

なるほど
納得!!

対話をすることで
考えが深まるね

考えを出し
合い議論し
てみよう
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評価の観点が３つに整理されます

○育成すべき資質･能力の三つの柱に対応
して、すべての教科で ｢知識･技能｣ ｢思
考･判断･表現｣ ｢主体的に学習に取り組
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より充実したＩＣＴ教育！

○一人１台端末(ｉＰａｄ)を活用した学び
を各教科で行います。

○様々な教育活動を通してこれからの社会
で必要になる情報活用能力や考える力を
育みます

○映像や音声を活用することで、学習の理
解を深めたり、学習意欲を喚起します。
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５月の行事予定
６日（木） 命を考える日 17日（月） 教育相談①

小中合同引取訓練 18日（火） 教育相談②
10日（月） 19日（水）
～14日（金）読書週間 ～21日（金）３年修学旅行
12日（水） 学校応援団放課後学習開始 25日（火） 教育相談③
13日（木） 心臓検診、命を考える日 26日（水） モアレ検査

公立高校説明会 27日（木） 全国学力学習状況調査
14日（金） 部活動懇談、参観会 28日（金） 命を考える日、１年校外学習
15日（土） ＰＴＡ奉仕作業（１年） ２年自然体験研修

ＰＴＡ奉仕作業等について
今年度は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、原則、次のような分担で実施する

予定です。実施に際しては、文部科学省発出の「学校の新しい生活様式」等に基づき、感
染症対策の徹底を図ってまいります。ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、感染症の状況により、変更の可能性があることをご承知おきください。
５月15日（土） ＰＴＡ奉仕作業 １年生の生徒及び保護者
６月６日（日） ＰＴＡ廃品回収 ２年生の生徒及び保護者
10月17日（日） ＰＴＡ廃品回収 ３年生の生徒及び保護者

１・２年授業参観、３年進路説明会

４月23日（金）の１・２年生の授業参観は、感染症対策のため１時間目から５時間目の
中で、参観していただく時間を割り振らせていただきました。保護者の皆様のご理解、ご
協力により、密を避けて実施することができました。ありがとうございました。
また、３年生は進路説明会を実施しました。分からないことや不安なことがありました

ら遠慮なくご相談ください。

タブレット端末の活用について
現在、各教科の授業等、学校生活の様々な場面でタブレット端末を活用しています。今

後は、家庭に持ち帰っての活用も進めていきます。生徒が正しく、効果的に活用していけ
るようご理解、ご協力をお願いいたします。

感染症対策の徹底について
４月25日（日）に東京都、大阪府、兵庫県、京都府に「緊急事態宣言」が発出されまし

た。静岡県は「警戒レベル４」となっており、感染力が強いとされる変異株による感染拡
大への懸念が増大している状況です。学校におきましては、引き続き、感染症対策の徹底
を図ってまいります。各ご家庭におかれましても、お子様やご家族の体調管理をお願いい
たします。学校における学びを継続していくために、お子様やご家族に発熱等の風邪症状
が見られる場合には、自宅で休養していただくようお願いいたします。この場合は、「欠
席」ではなく、「出席停止」として扱います。また、５月の連休中につきましても、「マ
スクの着用」「密を避ける」等、基本的な感染症対策を徹底していただきますよう、重ね
てお願いいたします。


